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令和８年度 大阪府雇用対策協定に基づく事業計画 

 

大阪府と大阪労働局の間で締結した大阪府雇用対策協定第２条に基づき、令和

８年度の事業計画を次のとおり定める。 
 

Ⅰ 現状と課題 

生産年齢人口の減少や企業の人材需要等により、企業の人材不足は深刻な状況にある。

日本銀行大阪支店が 2025 年 12 月に発表した短観（近畿地区）によると、雇用人員判断

DI は-34 と、人材が不足する企業が極めて多い状況が続いている。業界別で見ると、製造、運

輸、建設、インバウンド関連を中心に人材が不足しており、今後も人口減少やインバウンド需要

の増加等を背景に、人材不足は続くと思われる。 

2025年の春季労使交渉では、賃上げ率の平均が5.52%と前年を上回り、2年連続で5％

台を記録したが、物価上昇を上回る継続的な賃上げを実現させるための環境整備も課題となっ

ている。 

一方、 求職者や労働者を見ると、「令和 6 年労働力調査」では、大阪は非正規雇用労働

者の割合が 38.6％と全国平均（36.8％）を上回っており、「令和４年就業構造基本調査結

果」では、大阪の女性の就業率は 52.7％で、平成 29 年の調査時より 3.6 ポイント上昇してい

るが、依然として全国平均（53.2％）に比べて低い。さらに、民間企業における障がい者の雇

用状況については、雇用障がい者数及び実雇用率がともに過去最高を更新し、障がい者雇用

の着実な進展がみられるものの、法定雇用率達成企業の割合は 41.4％で、全国（46％）と

比べて依然低いという課題もある。 

地域が抱えるこれらの課題の解消に向けては、労働需給のミスマッチの解消や、潜在的な求職

者の就業意欲の喚起等により、女性や高齢者、障がい者等の多様な人材の活躍につなげていく

ことが重要である。そのためには、非正規雇用労働者の希望や意欲、能力に応じた正社員化の

推進、仕事体験やセミナー等による人材が不足する業界の理解促進、就職氷河期世代を含む

中高年世代へのキャリアカウンセリングや企業交流会等による就職支援、外国人材の活躍に向

けた府内企業とのマッチング機会の創出をはじめ、個々の状況に応じた取組が必要となる。さらに、

依然として存在する職場のハラスメントの撲滅に向けた意識啓発や、多様な働き方を実現するた

めのテレワーク等の推進等による働きやすい職場環境の整備や労働相談への対応、リスキリング

による求職者・在職者のスキル向上なども欠かせない取組である 

以上の現状や課題を踏まえ、令和８年度において、大阪府と大阪労働局が連携・協力して 

Ⅱの取組を推進する。 
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Ⅱ 連携・協力して実施する取組 

１ 多様な求職者に対するワンストップサービスの就業支援 

平成 25 年度に、大阪府と大阪労働局が、必要な雇用施策を一体的に実施するための協定を

締結し、大阪府の総合就業支援施設であるＯＳＡＫＡしごとフィールド内に、大阪労働局が大阪

東ハローワークコーナーを設置した。 
大阪府と大阪労働局が連携する取組 

●ＯＳＡＫＡしごとフィールドにおいて、大阪府が、働きたいと思う全ての方に対し、キャリアカウンセリング、セミ
ナー、職場体験等の支援を実施し、ハローワークが、職業相談・職業紹介を実施し、相互に連携・協力する
ことで、多様な求職者に対する切れ目ないワンストップの就業支援を行う。 

●大阪労働局が実施する「若年者地域連携事業」や「地域若者サポートステーション事業」とＯＳＡＫＡし
ごとフィールドが一体となって、若年者の就業に向けた意欲・スキル向上や安定就業のための支援を行う。 
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２ 人材確保に課題を抱える分野を中心とする人材確保支援 

介護、保育、看護、製造、運輸、建設、インバウンド関連など人材確保に課題を抱える分野を

中心に、求職者の理解促進や企業の魅力向上、働きやすい職場環境の整備のための機運醸成

等に向けた取組を実施する。 

大阪府の取組 大阪労働局の取組 

●求職活動をしていない女性・高齢者の就業意欲
喚起、求職者の職種志向拡大に向けた製造、運
輸、建設、インバウンド関連の４分野のしごと体験
等の実体験機会の拡充、合同企業説明会や企業
と求職者の交流会等を通じたマッチング支援などに
取り組む。 

●４分野を中心とする中堅・中小企業に対し、業界
団体などによる自主的な取組を促進するとともに、
女性・高齢者の受入促進を始めとする採用力強化
に向けたセミナーや個社支援等を WEB も活用して
実施し、企業の人材確保を支援する。 

●業界団体によるしごと体験等の受入企業の推薦、
合同企業説明会における業界団体ブースの出展や
魅力発信セミナー等を実施することで、業界の魅力
を発信する。 

●【拡充】女性・高齢者・障がい者など多様な人材の
確保を促進していくため、労働環境の改善や職域
拡大など、雇用促進に資する新技術・新サービスの
社会実装を支援する。 

●OSAKA しごとフィールド内に設置している中核人
材雇用戦略デスクにおいて、府内中小企業等が必
要とする専門的知識を有する人材の確保（中核
人材の採用、副業・兼業人材の活用）を支援す
る。 

●府内中小企業等が、中核人材雇用戦略デスクに
おいて、専門的知識を有する人材を副業・兼業人
材として初めて活用する場合、必要な経費の一部
を補助する。 

●【新規】職場のハラスメント撲滅に向けて、ポスター
やステッカー、デジタルサイネージ、SNS 等の様々な
媒体を活用して啓発を行うとともに、広く府民から標

●【新規】「医療・福祉ささえる求人充足プロジェクト」
と銘打ち、全ハローワークにおける最重点事項とし
て、医療・介護・保育分野の事業所へのアウトリーチ
支援や関係団体との連携を強化し、集中的な求人
充足支援に取り組む。 

●【拡充】府内 12 か所のハローワーク内の「人材確
保対策コーナー」において福祉分野（介護・医療・
保育等）及び建設・警備・運輸分野の求人求職
サービスの強化に取り組む。 

●医療・福祉分野充足促進プロジェクトの取組にお
いて、有資格者や未経験者であっても福祉分野に
関心を示す求職者に、職場見学・セミナー等の開催
情報、求人情報や公的職業訓練情報等の提供を
するとともに、未充足求人の個別フォローアップを集
中的に実施する。 

●介護の日を中心に全ハローワークにおいて「介護就
職デイ」を実施し、介護事業所の就職面接会や求
職者向けセミナー等、求職者の介護分野への就職
意欲喚起を目的としたイベントを実施する。 

●保育士の確保を推進するため、保育士マッチング
強化プロジェクトにおいて、求職者に対する求人情
報等の提供、事業所見学会や面接会を開催すると
ともに、保育士離職後のブランクがある者に対して
は、地方自治体が実施する研修等への参加勧奨を
行う等の取組を実施する。 

●人材確保対策コーナーにおいて、各業界に興味を
持ってもらうため、各業界団体等との共催事業を企
画し、仕事体験イベントや職業理解セミナー、就職
面接会や求人説明会を開催するとともに、求職者
に対して各業界団体が実施する支援制度や各種
講習会の情報提供を行うなど、各業界団体と連携

大阪府と大阪労働局が連携する取組 

●大阪人材確保推進会議に参画する業界団体や行政機関と連携し、製造、運輸、建設、インバウンド関連 
を中心とした分野の魅力発信コンテンツを相互に活用するなどにより求職者に訴求するとともに、企業の採用 
力強化を図り、人材確保の支援に取り組む。 

●大阪働き方改革推進会議において大阪府域における職場のハラスメント対策を推進し、ハラスメントのない
働きやすい職場環境の整備を支援する。 

●介護福祉人材の確保に向けて、大阪府の福祉人材支援センターとハローワーク等が連携し合同面接会等
を実施するなどマッチングの強化等に取り組む。 

●介護職員の待遇改善や保育分野の職場定着を推進するため、大阪府と大阪労働局が連携し、雇用関
係助成金等の周知広報を行い、助成金等の活用を促進する。 

●大阪府ナースセンターとハローワークの連携により、看護師等への就業を希望する者と地域の医療機関等と
のマッチングの強化に取り組む。 
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語を募集し、オール大阪でハラスメント撲滅に向けた
機運を醸成する。 

●【新規】ハラスメント対策に関するシンポジウム、業
界団体等と連携したハラスメント防止担当者の養
成、企業向けの教材の提供などにより、各業界団
体や企業においてハラスメント対策が進むよう、支援
する。 

●「テレワークサポートデスク」を設置し、テレワークに
関する企業の労務管理等（ソフト面）、導入時
に必要な環境整備等（ハード面）や、労働者の
不安や孤独感の解消（メンタル面）など、テレワー
クに関する相談に対応することにより、多様な働き
方の実現を支援する。 

●中小企業からの人材採用の相談対応や、職場環
境改善のアドバイスを行い、必要に応じて「大阪働き
方改革推進支援・賃金相談センター」に繋ぐ。 

●「大阪府介護･福祉人材確保戦略」を踏まえ、若
者、中高年齢者、再就職を希望する女性など、多
様な人材の参入促進を図る。 

●初めて外国人介護人材を受け入れる施設等の不
安・疑問の解消と円滑な受け入れを促進するため、
「外国人介護人材マッチング支援事業」を実施す
る。 

●介護現場の生産性向上による職場環境の改善を
図ることを目的として、介護テクノロジー（介護ロボッ
トや ICT）の導入助成に取り組む。 

●介護テクノロジーの導入をはじめとした生産性向上
や人材確保等に関する介護事業者からの相談に対
応するワンストップ窓口である「大阪府介護生産性
向上支援センター」において、体験展示・試用貸
出、介護テクノロジーの導入・活用にかかるセミナー
や伴走支援型研修を実施する。 

●潜在保育士の就業促進のため、保育士・保育所
支援センターにおける保育施設等とのマッチング及び
修学や再就職等に必要な費用の貸付を行う。 

した取組を実施する。 
●働きやすい労働環境の実現による人材確保の推
進のため、外部有識者を活用した専門的なコンサル
ティングによる雇用管理改善及びハローワークの求人
充足による総合的な支援を実施する。 
また、最低賃金引上げに伴う支援等各種労働法
令遵守に対する周知・広報に取り組む。 

●【新規】ハラスメント対策強化に向けた改正労働施
策総合推進法の周知セミナー（カスタマーハラスメン
ト防止ワークショップを含む）の実施。 

●【新規】カスタマーハラスメント防止に向け、「おもい
やり」をキーワードとした街ぐるみのキャンペーンを展開
し、地域全体の理解と協力による機運の醸成を図
る。 
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３ 人材育成 

「大阪府地域職業訓練実施計画」に基づき、関係機関とも連携しながら非正規雇用労働者・

女性・若者等の就業促進、「デジタル田園都市国家構想総合戦略」に基づくデジタル人材の育成

や製造、建設、福祉分野等人材不足分野における人材確保等に向け、職業訓練を活用した産

業人材の育成に取り組むとともに、受講者に対し訓練期間中から訓練終了後までの伴走型支援

により積極的な就職支援を実施する。 

併せて、スキルアップや学ぶ機会を得やすい環境を整備することで、求職者及び在職者のリスキリ

ングを後押しし、中小企業の人材確保と生産性向上につなげる。 

大阪府の取組 大阪労働局の取組 

●求職者等を対象に、企業における人材ニーズをふ
まえた職業訓練を実施し、大阪のものづくり企業の
生産性の向上に寄与できる人材を育成する。 

●技専校、大阪障害者職業能力開発校、民間委
託訓練において障がい者の特性に応じた職業訓練
を行う。 

●技専校で実施するテクノ講座（在職者訓練）に
ついて、府内市町村や商工会議所等と連携し、「出
かけるテクノ講座」として校外（市民会館等）で試
行実施する。 

●技専校において、求職者訓練の一部科目で在職
者の受入れを試行的に実施する。 

●未就職の訓練修了者について、大阪労働局への
情報提供及び誘導を行い、就職につなげる。 

●子育て中の方の訓練受講機会を確保するため、
託児サービス付き訓練や介護・子育てと両立可能
な短時間訓練を実施する。 

●勤務時間が短期間の方や、不安定な就労状況に
ある等の在職中の求職者の方等に向けた、短時間
訓練を実施する。 

●介護福祉士や保育士などの国家資格等を取得し
正社員就職をめざす⾧期の職業訓練を実施する。 

●企業が求める IT スキルを付与する職業訓練を実
施する。 

●【拡充】専門のアドバイザーによる個別相談のほか
チャットボット（日本語のほか５多言語）による 24
時間の相談対応、国等が実施する講座・助成金等

●若者、女性、就職氷河期世代を含む中高年世代
等に対する受講あっせん促進のため、わかものハロー
ワーク、マザーズハローワーク・マザーズコーナー、３５
歳からのキャリアアップコーナーにおいて訓練実施施
設による学校説明会や託児サービス付き訓練・短
時間訓練コースの説明会の実施及び受講あっせん
等を積極的に行う。 

●デジタル分野や人材不足分野の訓練コースの理解
促進のため、訓練実施施設の見学会や説明会、職
業理解セミナー等を開催する。 

●訓練修了前から訓練修了後まで担当者制による
個別支援等きめ細かな就職支援を実施する。ま
た、ハローワーク来所日や訓練コース修了予定時期
等に就職面接会や企業説明会を開催する等の取
組を行う。 

●職業訓練周知用冊子「ハロートレーニング」を活用
し、多数の利用者が見込まれる大型商業施設等に
おいて広く周知を行う。 

●メタバース上の「バーチャルわかものハローワーク」に
おいて公的職業訓練（ハロートレーニング）の周知
セミナーを開催し、広く周知を行う。 

●【新規】ものづくり系の職業訓練を紹介するZOOM
オンラインセミナーを若者向けに毎月開催し、広く周
知を行う。 

●SNS（LINE、You Tube、X）、ホームページを
活用し、これまでハローワークを利用していなかった方
等に対しても積極的に情報を発信する。 

大阪府と大阪労働局が連携する取組 

●デジタル分野等成⾧が見込まれる分野及び製造、建設、福祉分野等人材不足が深刻な分野における人
材育成に重点を置き、訓練コースを設定するとともに、「中高年世代の者」、「若年者」、「ひとり親家庭の父
母」、「障がい者」、「高年齢者」等の人材育成に資する訓練についての実施方針を定めた「大阪府地域職
業訓練実施計画」を策定し、大阪労働局、大阪府及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
大阪支部が連携して職業訓練を活用した積極的な人材育成に取り組む。 

●大阪労働局、大阪府及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構大阪支部が連携し、公的職
業訓練（ハロートレーニング）がより身近なものになるように、府立高等職業技術専門校（技専校）の見
学会や訓練校説明会を実施し、また、ハローワークにおいても、ものづくりやデジタル分野の職業理解促進を
目的とした職業理解セミナーを実施するとともに、職業訓練周知用冊子やポスターの作成など、効果的な広
報を検討、実施する。 
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の情報を提供する。また、個人や企業向けにリスキリ
ングに係る啓発セミナーの開催や、業界団体等と連
携して在職者向けに専門分野研修プログラムを実
施する。さらに、R7 年度に実施した製造・運輸・建
設・インバウンド関連分野の研修プログラムを基に、
企業自らがリスキリングを導入・実践できるよう「リス
キリングガイドライン」を作成する。 

●スキルアップ(資格取得)支援事業として、国の教
育訓練給付金の支給対象外となっている離職後１
年を超える方や在職しているが雇用保険加入期間
が１年未満の方等が、資格取得などを目的とする
指定の講座を受講した場合、受講費用の 1/2 を補
助（上限 20 万円）。人手不足が深刻化する運
輸・建設業関連と企業ニーズが高いデジタル関連に
ついては、3/4 を補助（上限なし） 

●ＯＳＡＫＡしごとフィールド HP「にであう」にてＩＴ
企業等と連携したＤＸ兼務人材育成のためのオン
ラインデジタルスキルトレーニングを提供する。 

●【新規】子どもたちにものづくりへの興味・関心をもっ
てもらい、将来のなりたい職業につながるよう、ものづ
くり企業等と連携して、小中学校になにわの名工 
等、熟練技能者を派遣し、出前授業等を行うことに
より、未来のものづくりを担う人材の育成を図る。 

●他職種からIT人材として転職を目指す中高年齢
訓練修了生について、派遣就業による「実践の場」
を経た再就職支援事業を実施する。 

●在職時からのキャリアアップに関する継続的な支援
を行う「キャリア形成・リスキリング支援センター」（厚
生労働省の委託事業）と連携し、ハローワーク内に
設置する「キャリア形成・リスキリング相談コーナー」に
おいて、キャリアコンサルタントの常駐・巡回による労
働者のキャリア形成やリスキリングに係る支援を推進
する。 

●雇用保険被保険者でない者が自発的に教育訓
練を受けるに当たって必要となる費用や生活費を融
資する「リ・スキリング等教育訓練支援融資事業」
（令和７年10月開始）により、労働者の主体的
な能力開発を支援する。 

●労働者自身のキャリア形成のための学び・学び直し
を支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓
練を修了した場合に、その費用の一部を支給する
「教育訓練給付」において、窓口のみならず郵送や
電子申請が可能なことを周知し、教育訓練が受講
しやすい環境の整備を図るとともに、労働者が教育
訓練に専念するため自発的に休暇を取得して仕事
から離れる場合に、失業給付（基本手当）に相当
する給付として賃金の一定割合を支給する「教育訓
練休暇給付金」などの制度の周知を行う。 

●中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途
採用を拡大し、雇い入れた中途採用者の賃金を雇
い入れ前と比して５％以上上昇させた事業主に対
して助成を行う「早期再就職支援等助成金（中途
採用拡大コース）」の周知を積極的に行い、活用
促進を図る。 
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４ 障がい者等の活躍促進 

（１） 障がい者の活躍促進 

障害者雇用促進法の改正により法定雇用率が令和６年４月から、2.5％に引き上げられ、令
和７年４月には雇用義務を軽減する除外率が 10ポイント引き下げられた。一方、特定短時間労
働者について、雇用率へ算定されることとなった。 

さらに、令和８年７月には、法定雇用率 2.7％への引き上げがなされることなどを踏まえ、実効
ある雇用率達成指導等を推進し、より一層の障がい者の雇用の場の確保と就職実現を図る。 

大阪府の取組 大阪労働局の取組 

●府と契約等関係のある法定雇用率未達成企業及
び法定雇用率未達成の特定中小事業主に対し、雇
用率達成に向けた誘導・支援等を実施する。 

●ＯＳＡＫＡしごとフィールドにおいて、キャリアカウンセリ
ングや企業面接会の開催などにより、障がい者に対す
るきめ細かな就業支援を実施する。 

●大阪府障がい者雇用促進センターにおいて、庁内
関係部局等とも連携し、理解促進等セミナーや職場
実習のコーディネート、企業面接会、雇用管理シート
の活用促進など伴走型の事業主支援を実施する。 

●精神・発達障がいに対する正しい理解と職場環境
整備を図るため、企業の人事担当者等を対象に精
神・発達障がい者を雇用する企業での体験研修等を
実施するとともに、職場実習の受入れを希望する事
業主と実習を希望する精神・発達障がい者等とのマッ
チング支援を実施する。 

●【新規】職場定着に不安や悩みを抱える事業主と従
業員双方の課題解決をサポートするため、障がい者
の職場定着に有効とされるジョブコーチ（職場適応援
助者）による支援を実施する。 

●聴覚障がい者等の就職前から就職後まで、労働に
関する相談と職業生活上のトラブルの解決に対する
支援を実施する。 

●障がい者の雇用の促進等に関し、特に優れた取組
みを実施している事業主を顕彰する「ハートフル企業
顕彰」や、継続的な職場実習の受入れなど障がい者
の雇用等に積極的な企業等を登録する「障がい者サ
ポートカンパニー」制度を通じ、企業等の優れた取組
みの周知を図る。 

●評価項目に障がい者等就職困難者の雇用などの視
点を盛り込んだ総合評価入札制度等を通じ、障がい
者雇用の促進を図る。 

●法定雇用率未達成企業に対する事業主指導、
並びに障がい者雇用が０人の企業に対する採用
準備段階から職場定着までの支援を実施する。 

●「障害者就職面接会」の実施と各ハローワークに
おける合同企業面接会・ミニ面接会等を実施す
る。 

●障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・
合理的配慮の提供義務について周知を図る。 

●「精神・発達障害者しごとサポーター」を養成し、
障がい者を支援する環境づくりに取り組む。「精
神・発達障害者しごとサポーター養成講座」を開
催するほかハローワークにおいても集合講座、個別
企業等への出前講座を実施する。 

●ハローワークに「精神・発達障害者雇用サポータ
ー」を配置し障害特性に応じた求職者支援に加え
定着支援等の事業主支援を実施する。 

●ハローワークにおいて関係機関との連携による「チ
ーム支援」や「就職面接会」「就職ガイダンス」を積
極的に実施する。 

●福祉・教育・医療から雇用への移行推進事業の
実施により、福祉施設・特別支援学校・医療機
関等の地域の関係機関等と連携し、職場実習・
就労支援セミナー、事業所見学会等を行い、福
祉・教育・医療から雇用への移行を推進する。 

●障害者雇用優良中小事業主認定制度の周知
を行い、認定事業所の取組を発信し、障がい者
雇用の取組みを一層推進する。 

●府立高等職業技術専門校、大阪障害者職業
能力開発校、民間委託訓練の周知及び受講勧
奨を図るとともに、各校と連携し受講者への就職
支援を実施する。 

大阪府と大阪労働局が連携する取組 

●企業への法定雇用率達成に向けた支援について、企業情報の共有を図りつつ、大阪労働局は法定雇用
率未達成企業への達成指導を行い、大阪府はハートフル条例に基づき、大阪府と契約等関係のある法定
雇用率未達成企業の達成指導と法定雇用率未達成の特定中小事業主（府内にのみ事務所・事業所を
有する常用労働者数 40.0 人以上 100 人以下の事業主）への雇用推進計画の作成・達成等（努力義
務）を誘導・支援する。 

●精神・発達障がい者雇用の促進及び職場定着を図るためのセミナーの共同開催、相互広報を実施する。 
●ＯＳＡＫＡしごとフィールドにおいて、障がい者の就業支援と職業相談・紹介を一体的に実施する。 
●職業訓練受講生を対象とした就職相談会を実施する。 
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●技専校、大阪障害者職業能力開発校、民間委託
訓練において障がい者の特性に応じた職業訓練を行
う。【再掲】 

●企業に対する雇用支援事業において、支援学校等
で就職をめざす生徒に対し、就職先の開拓及び職場
体験から就職実現に向けたマッチング、就職後の定着
支援まで一貫したサポートを実施するなどの生徒の就
職支援に取り組む事業者を支援する。 

●【拡充】女性・高齢者・障がい者など多様な人材の
確保を促進していくため、労働環境の改善や職域拡
大など、雇用促進に資する新技術・新サービスの社会
実装を支援する。【再掲】 
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（２）難病・がん患者等の活躍促進 

⾧期にわたる治療等を受けながら、生きがいや生活の安定のための就職を希望する者に対する

支援を実施する。 
大阪府と大阪労働局が連携する取組 

●大阪労働局、大阪府、大阪産業保健総合支援センター、大阪府社会保険労務士会及び大阪国際がん
センター等が連携し、就労支援合同会議等を実施するなど、⾧期にわたる治療等を受けながら、生きがいや
生活の安定に向けた就職支援の強化に取り組んでいる。 

●大阪労働局（ハローワーク）において、⾧期療養者に対し、がん診療拠点病院との連携の下、出張相談
や個々の患者の症状を踏まえた職業相談・職業紹介などの就職支援を実施する。 

●若年性認知症に対する就労上の支援について理解を深めていただき、若年性認知症の症状や状態に応じ
た職務内容の変更や配置転換を行うことにより、雇用継続の可能性を広げていただけるよう、産業保健スタッ
フや企業の人事・労務担当者等を対象にセミナー等を行う。 

●大阪労働局と連携し、難病患者に対し、大阪難病相談支援センター等における就労相談や情報提供を
実施する。 

大阪府の取組 大阪労働局の取組 

●ＯＳＡＫＡしごとフィールドにおいて、「大阪難病
患者相談支援センター」や「がん相談支援センター」
と連携し、キャリアカウンセリング等の支援を実施する。 

●難病患者の雇用を優良企業登録要件の一つとし
ている「障がい者サポートカンパニー制度」の啓発を
通じ、引き続き雇用の促進を図る。 

●若年性認知症の人へ支援機関等と連携して適切
な支援につなげるために、若年性認知症支援コーデ
ィネーターを設置し、若年性認知症の早期発見・早
期支援を行えるよう体制整備を図るとともに、就労
継続ができる限り可能となるよう、産業保健スタッフ
や企業等に対しての若年性認知症に対する就労上
の支援など理解促進に向けたセミナー等を実施す
る。 

●難病患者に対し、ハローワーク阿倍野、ハローワー
ク堺に難病患者就職サポーターを配置し、難病相
談支援センター等の関係機関と連携の下、就職を
希望する難病患者に対するきめ細かな就労支援、
就労後の定着支援を実施する。 

●⾧期療養者に対し、府内１１か所のハローワーク
においてがん診療連携拠点病院等と連携の下、出
張相談や個々の患者の病状を踏まえた初回来所
時におけるプレ相談・職業相談・求人情報の提供・
職業紹介などの就職支援、就職後の職場定着に
係る相談を実施する。 
その他のハローワークにおいても個々の状況を踏まえ
た職業相談等を実施する。 
事業主等向けに⾧期療養者の就職後の配慮の必
要性や採用後の雇用管理の事例等について、各関
係団体と協力してセミナーを開催するなど、⾧期にわ
たる治療等が必要な疾病をもつ求職者に対する就
職支援事業の理解促進を実施する。 
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５ 若者等の活躍促進 

（１）不本意非正規雇用労働者の正社員化と待遇改善 

不安定就労期間が⾧期の方や安定就労の経験が少ない方に対して、正社員等の安定就業に

向けた支援を実施する。また、非正規雇用労働者の待遇改善や労働教育・職業教育の推進によ

り不本意非正規雇用割合の減少を図る。 
大阪府と大阪労働局が連携する取組 

●大阪労働局が実施する「若年者地域連携事業」や「大阪府地域若者サポートステーション事業」とＯＳＡ
ＫＡしごとフィールドが一体となって、若年者の就業に向けた意欲・スキル向上や安定就業のための支援を行
う。【再掲】 

●大阪人材確保推進会議に参画する業界団体や行政機関と連携し、製造、運輸、建設、インバウンド関連
を中心とした分野の魅力を求職者に伝えるとともに、企業の採用力強化を図り、人材確保の支援に取り組
む。 

大阪府の取組 大阪労働局の取組 

●ＯＳＡＫＡしごとフィールドにおいて、就職に困難
性を抱える若者の早期かつ安定した就業を実現す
るため、キャリアカウンセリングと企業交流会・職場体
験等を組み合わせた就活プログラム「あんしん就活」
に加え、オンラインセミナーや各種研修等を実施す
る。 

●【拡充】Webカウンセリングや、市町村地域就労支
援センターで市町村が活用可能なオンラインによるス
キルアップ・業界理解セミナー、企業説明会等の支
援メニューの提供を充実させ、広域的な就職支援を
推進する。 

●金融機関等と連携した合同企業説明会等を開催
し、府内中小企業と若者とのマッチングを推進する。 

●職業別仕事体験会や、求職者が希望する日時で
仕事体験に参加できる専用サイト「おしごと体験ナ
ビ」、様々な職業に関する業務内容、ロールモデルと
なる社員のインタビュー動画等を掲載している「仕事
百景」、３K のイメージを払拭するための先端技術を
活用した現場見学会等を通じて、製造、運輸、建
設、インバウンド関連の４分野への職種志向の拡
大等を通じたキャリアチェンジ、適職発見を支援す
る。それにより４分野を中心とする分野への就職を
促進する。 

●ＯＳＡＫＡしごとフィールドにおいて LGBTQ 等性
的マイノリティの方に対して、キャリアカウンセリングや
支援団体と連携したセミナー、働くことの悩みや課題
を共有できるコミュニティスペースの開催等による就職
支援等を実施する。 

●子ども・若者育成支援推進法に基づく協議会に
「大阪府子ども・若者の社会的・職業的自立支援
専門部会」を設け、関係機関との連携強化を図る。 

●高校生等に働く上でのルールをわかりやすく記載し
た啓発冊子「働く前に知っておくべき 13 項目」を作
成・配布する。 

●教育機関との連携により、学生に対し、ワークルー
ル講座や労働相談会を実施する。 

●わかものハローワーク、府内のハローワークにおいて
就職支援ナビゲーター等による担当者制個別支
援、応募書類の添削、面接指導等を実施する。 

●ハローワークにおいて正社員求人開拓を実施する。 
●「トライアル雇用助成金」の活用促進を図る。 
●ハローワーク等を利用し、就職が決定した者等を中
心とした職場定着支援を実施する。 

●若年無業者等へ職業的自立支援及び就職後の
職場定着支援を行う「地域若者サポートステーショ
ン事業」の周知を行い、ハローワークと連携した就職
支援を実施する。 

●若者等に対して、正社員就職の重要性などの職
業教育や労働者の権利及び働くルールなどの労働
教育を積極的に実施する。 

●「キャリアアップ助成金」を活用した非正規雇用労
働者の賃金改善、正社員転換等を行う事業主へ
の支援を実施する。 

●若者に対し、自己理解を促進させる適性検査や、
応募書類の書き方などの就職に結びつく基本的な
知識等を付与するセミナー、グループワーク等につい
てWEBも活用して開催し、若年者の安定就業に向
けた支援を実施する。 

●合同企業説明会や就職面接会を開催し、府内
中小企業と若者のマッチングを推進する。 

●メタバース（バーチャル空間）において、バーチャル
わかものハローワークにおける各種支援（文字・音声
チャットによる簡易相談、セミナー動画の放映等）を
実施し、潜在的な求職者等へハローワークの支援を
知るきっかけ作りを行う。また、アバターを通じた支援の
プレ体験により、ハローワークでの必要な支援の利用
へつなげる。 
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●ＯＳＡＫＡしごとフィールド HP「にであう」にて、Ｉ
Ｔ企業等と連携したＤＸ兼務人材育成のためのオ
ンラインデジタルスキルトレーニングを提供する。 
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（２）新卒者等に対する就職支援 

新規学卒者の就職内定率が改善している中、高校生・大学生が大阪に定着し、活躍することが

できるよう、大阪府と大阪労働局が連携し、府内企業への就職促進を強化する。 

大阪府と大阪労働局が連携する取組 

●合同企業説明会の開催等、大阪府と大阪労働局の双方が実施する就職支援について、求職者への周知
など相互に連携を図り、高校生・大学生への就職支援を強化する。 

●大阪人材確保推進会議に参画する業界団体や行政機関と連携し、製造、運輸、建設、インバウンド関連
を中心とした分野の魅力を求職者に伝えるとともに、企業の採用力強化を図り、人材確保の支援に取り組
む。 

●大阪府内に所在する高等学校を卒業する者（秋季卒業者含む）及び中退する者のうち、就職を希望し
ながら卒業時又は中退時に未内定である者、及び卒業時又は中退時に進路が未定の者のうち希望する者
に対し、「就職支援希望カード」の希望内容に基づき、就職支援に関する情報提供やキャリアカウンセリング
等によるきめ細やかな就職支援を実施する。また、必要に応じ地域若者サポートステーションと連携を図りな
がら就職支援を行う。 

大阪府の取組 大阪労働局の取組 

●ＯＳＡＫＡしごとフィールドにおいて、キャリアカウン
セリングやセミナー、就職体験等を通じて進路未内
定者等若年者の就職決定までの支援や就職決定
後の定着支援を実施する。 

●府内企業の魅力を理解し、就業観、職業観を醸
成するため、大阪府内の高校生及び大学生等に対
し、職場体験等を実施する。 

●金融機関等と連携した合同企業説明会等を開催
し、府内中小企業と若者とのマッチングを推進する。
【再掲】 

●UIJ ターン就職促進に関する協定を締結している
東京圏の大学と連携し、学生やその保護者に対
し、府内企業の情報提供等を実施する。 

●府内大学と連携して就職困難性の高い学生の就
職支援のノウハウを充実させていくとともに、学生に
対するセミナーや府内企業での職場体験等を行うこ
とで、府内中小企業と学生とのマッチング支援に取り
組む。 

●企業における奨学金返還支援制度の導入促進に
向け、令和５年度から７年度までの奨学金返還支
援制度での補助事業を実施した実績を踏まえるとと
もに、利用者や従業員の声をまじえながら、支援期
間や支援金額など制度導入のモデルとなる事例を
情報発信する。また、大阪府育英会や経済団体と
の連携を強化しながら、制度導入を啓発していく。 

●新卒応援ハローワーク、わかものハローワークにおい
て新卒者、既卒者に対して、担当者制により個々の
状況に応じたきめ細かな支援を実施する。 

●大学・高校等への出張相談を実施し、学校と連携
し支援を実施する。 

●高校、大学生等に対して、正社員就職の重要性
などの職業教育や労働者の権利及び働くルールなど
の労働教育を積極的に実施する。 

●若者雇用促進法による青少年雇用情報の提供、
労働法制の普及、ユースエール認定制度等を推進
する。 

●世界一・日本一・世界初・日本初・オンリーワンなど
の技術やシェア、独自製品を持つ大阪府内の企業
の魅力を情報発信し、府内中小企業と新卒者、既
卒者、若年者とのマッチングを推進する。 

●合同企業説明会等を開催し、府内中小企業と新
卒者、既卒者、若年者とのマッチングを推進する。 

●新卒応援ハローワークでは、実践型面接対策セミ
ナーを対面型・オンライン型それぞれで開催し、新卒
者、既卒者の就業に向けた意欲・スキル向上や安
定就業のための支援を行う。 

●新卒応援ハローワークでは、就活の早期化に対応
し、オンラインでの就活ガイダンスや大学構内での職
業興味検査等を実施する。 
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６ 就職氷河期世代を含めた中高年世代支援 

就職氷河期世代（概ね平成５年～平成 16 年に学校卒業期を迎えた世代）を含む中高年

世代（35 歳～59 歳）の不安定就労者について、正社員化をはじめ、リ・スキリングの支援等によ

り活躍の場をさらに広げられるよう、取組を進める。 

大阪府と大阪労働局が連携する取組 

●大阪府中高年世代活躍応援プロジェクト協議会において策定した事業実施計画に基づき関係機関と緊
密に連携しながら、対象者の個別の状況に応じたきめ細かな各種事業の展開、積極的な広報、気運醸成
に取り組む。 

●求職者の正社員就職に向けて、共催で大規模合同企業説明会＆面接会を実施する。 
大阪府の取組 大阪労働局の取組 

●ＯＳＡＫＡしごとフィールドにおいて、中高年世代
の求職者に対して、キャリアカウンセリングやスキルアッ
プセミナー、企業交流会等の就職支援を実施する。 

●【拡充】Web カウンセリングや、市町村地域就労
支援センターで活用可能な、オンラインによる職種志
向拡大セミナーや、就職氷河期世代向けの企業説
明会等の支援メニューを充実させ、市町村の就職
支援を推進する。 

●就職氷河期世代を含む中高年世代の就職支援
のためのハローワーク専門窓口（３５歳からのキャリ
アアップコーナー）を６カ所設置し、キャリアコンサル
ティング、生活設計面の相談、職業訓練のアドバイ
ス、求人開拓等、それぞれの専門担当者がチームを
結成し、就職から職場定着まで一貫した支援を実
施する。 

●中高年世代に向けたハイブリッド型の各種セミナー
を実施する。 

●中高年世代の求職者と中高年世代の採用に積
極的な企業の出会いの場として、大規模就職面接
会を開催する。また、ハローワーク専門窓口を中心に
面接会を開催する。 

●中高年世代の積極的な採用・正社員化に関する
機運の醸成を目的として、中高年世代の雇い入れ
を検討している企業等を対象とした事業主向けセミ
ナーを開催する。 

●中高年世代の採用に向けた助成金の活用促進を
行う。 
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７ 女性の活躍促進 

就業を希望する女性に対し、さまざまなライフステージに対応したきめ細かな支援を行い、女性の

就業率向上に繋げる。 

大阪府と大阪労働局が連携する取組 

●ＯＳＡＫＡしごとフィールドにおける大阪府の就業支援とハローワークの職業紹介業務等の一体的な実施
を充実・強化し、女性の就業を促進する。 

●産学官等で構成するＯＳＡＫＡ女性活躍推進会議との連携のもと「ＯＳＡＫＡ女性活躍推進ドーン
de キラリフェスティバル 2026」（仮称）を実施し、女性活躍推進に向けた機運醸成に取り組む。 

●大阪人材確保推進会議に参画する業界団体や行政機関と連携し、製造、運輸、建設、インバウンド関連
を中心とした分野の魅力を求職者に伝えるとともに、企業の採用力強化を図り、人材確保の支援に取り組
む。 

大阪府の取組 大阪労働局の取組 

●ＯＳＡＫＡしごとフィールドの子育て・しごと応援ル
ーム「ふぁみタス」において、子育てや介護など仕事と
家庭の両立に資するセミナーやカウンセリングを実施
する。 

●【拡充】Webカウンセリングや、市町村地域就労支
援センターで活用可能な、オンラインによる両立支援
やスキルアップセミナー、女性向けしごと体験を含む
企業交流会等の支援メニューの充実により、市町村
の就職支援を推進する。 

●女性の採用に積極的な企業と女性求職者とのマッ
チング支援や、各種相談機関によるネットワークの構
築を通じ、仕事探しや子育てとの両立等働くに際し
ての様々な悩みを相談できる相談会を毎月実施す
る。 

●潜在的な求職者を掘り起こすため、就業意欲を喚
起するセミナーやトークイベント、しごと体験などを企
画・実施する。 

●職業別仕事体験会や、求職者が希望する日時で
仕事体験に参加できる専用サイト「おしごと体験ナ
ビ」、様々な職業に関する業務内容、ロールモデルと
なる社員のインタビュー動画等を掲載している「仕事
百景」、３K のイメージを払拭するための先端技術を
活用した現場見学会等を通じて、製造、運輸、建
設、インバウンド関連の４分野への職種志向の拡
大等を通じたキャリアチェンジ、適職発見を支援す
る。それにより４分野を中心とする分野への就職を
促進する。【再掲】 

●育児・介護と仕事の両立支援等に関するセミナー
の実施や、啓発冊子の作成・配布を行い女性が安
心して⾧く働き続けられるよう支援する。 

●マザーズハローワーク及びマザーズコーナーを中心に
子育て女性等に対し就職実現プランの策定、担当
者制による職業相談、職業紹介を実施する。 

●女性の活躍を応援する各種就職支援セミナー、専
門家（弁護士、社会保険労務士、臨床心理士及
びファイナンシャルプランナー）による相談を実施す
る。 

●仕事と子育てが両立しやすい求人（両立支援求
人等）の開拓及び求人情報の積極的な周知を実
施する。 

●託児付きセミナーや子育て中の方同士による経験
交流会、座談会等を実施する。 

●子供連れでも安心して利用できるようハローワーク
にキッズコーナーや授乳室等の環境があることについ
て積極的な周知を実施する。 

●大阪マザーズハローワーク・堺マザーズハローワーク
において、さまざまなライフステージに対応したきめ細
かな支援を行うとともに、女性の潜在的求職者を掘
り起こすためにアウトリーチ型の支援を強化する。 

●大阪マザーズハローワーク・堺マザーズハローワーク
等において、職業相談から職業紹介、各種就職支
援セミナー等、一貫したサービスを全てオンラインで実
施するオンラインマザーズハローワークを実施する。 
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８ 高齢者の活躍促進 

少子高齢化が急速に進行し、人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意

欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を発揮できるよう、大阪府と大阪労働局が連携し高齢

者の就職支援等に取り組む。 

大阪府と大阪労働局が連携する取組 

●ＯＳＡＫＡしごとフィールドにおける大阪府の就業支援とハローワークの職業紹介業務等の一体的な実施
を充実・強化し、高年齢者の就業を促進する。 

●令和７年度より実施するデジタルを活用した潜在求職者活躍支援事業実施計画に基づき、高齢者の潜
在求職者の掘り起こし等に取り組む。 

●大阪人材確保推進会議に参画する業界団体や行政機関と連携し、製造、運輸、建設、インバウンド関連
を中心とした分野の魅力を求職者に伝えるとともに、企業の採用力強化を図り、人材確保の支援に取り組
む。 

大阪府の取組 大阪労働局の取組 

●高齢者を対象にした職種志向拡大セミナー、スキ
ルアップセミナー、企業交流会、合同企業説明会・
相談会等の就職支援を実施する。 

●【拡充】Web カウンセリングや、市町村地域就労
支援センターで活用可能な、オンラインによる就業
意欲喚起セミナーや、高齢者向けの企業説明会等
の支援メニューの充実により、市町村の就職支援を
推進する。 

●公益社団法人大阪府シルバー人材センター協議
会を通じ、府内各市町のシルバー人材センターに対
し、事業を適正に運営するための助言等を行う。 

●企業を対象に、高齢者向け業務の切り出し等によ
る職域開拓及びニーズ調査や、高齢者雇用を促進
するガイドブックの作成、高齢者の継続雇用やデジタ
ル社会における企業の魅力発信に関するセミナー等
を実施する。 

●【拡充】女性・高齢者・障がい者など多様な人材の
確保を促進していくため、労働環境の改善や職域
拡大など、雇用促進に資する新技術・新サービスの
社会実装を支援する。【再掲】 

●６５歳までの高年齢者雇用確保措置未実施事
業所に対する指導や、７０歳までの就業確保措置
の導入促進に向けた取組を進める。 

●生涯現役支援窓口において６５歳以上の高年
齢求職者を重点的に担当者制による個別相談や
各種セミナー等を実施する。 

●求人者及び求職者双方への積極的なマッチングを
図るため、各種イベントを実施する。 

●65歳超雇用推進助成金等、雇用環境整備や雇
用促進に係る助成金の普及を図る。 

●地方自治体をはじめとする高年齢者の就業等に
係る地域の関係者から構成される協議会の設置推
進や、シルバー人材センター事業の推進に取り組
む。 
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９ 外国人材の活躍促進 

外国人留学生をはじめとする外国人材が、府内企業で活躍できるよう、定着支援やマッチング機

会の創出、労働相談の対応等に取り組む。 
大阪府と大阪労働局が連携する取組 

●大阪府が府内企業向けに外国人材の採用・定着に向けた支援を行うとともに、外国人材向けの労働相談
に対応するほか、合同企業説明会等において大阪労働局が実施する外国人雇用に関する相談窓口やセミ
ナー等を周知することで、府内企業における外国人材の活躍を促進する。 

●ウクライナ避難民の方の就労に向けた支援を実施する。 
大阪府の取組 大阪労働局の取組 

●【拡充】大阪府労働相談センターの HP を AI 自動
翻訳により、１２言語に多言語化し、外国人労働
者にも広く周知を行う。また、多言語に対応したチャ
ットボットにより、外国人労働者の労働相談に 24時
間対応する。 

●【拡充】三者通訳サービス（11 言語）や登録通
訳者等（予約制）による労働相談を実施する。 

●日本で安心して働くことができるために、「外国人労
働者向けワークルールセミナー」を開催する。 

●技専校において、事業主からの依頼により、外国
人技能実習生を対象に、在職者訓練のテクノオー
ダーメイド講座（随時３級フライス盤作業、随時３
級旋盤作業等）を実施する。 

●OSAKA しごとフィールドにおいて、ウクライナ避難民
の採用希望企業を募集し、就労希望者に情報提
供するとともに、ハローワークや外国人雇用サービス
センターと連携して就職につなぐ。 

  また、大阪府労働相談センターにおいて、就労を
希望する避難民の方や企業に対して、ワークルール
の啓発等を実施する。 

●ＯSAKA しごとフィールドの HP にやさしい日本語ペ
ージを設けるなど在留外国人への対応力向上を図
る。 

●大阪産業局に大阪外国人材採用支援センターを
設置し、中小企業からの相談に応じて、支援機関
等を通じて外国人材のマッチングまでをサポートす
る。 

●【拡充】外国人材の活躍・定着を図る府内企業の
環境整備をサポートするため、経営層向け研修会
や、自社に必要な外国人材のターゲティングや育成
手法を学ぶ勉強会を実施する。また、雇用のミスマッ
チ解消を図るため、オンラインマッチングシステムの運
営及び、府内企業と外国人材の合同企業説明会
（国内・海外）等を実施する。 

●大阪外国人雇用サービスセンターを中心に、近
畿、四国、中国地方のハローワーク内に所在する各
留学生コーナーと連携し、「専門的・技術的分野」
での高度外国人材の就業促進や外国人留学生の
国内就職促進のための効果的な支援を実施するこ
とで、外国人求職者と企業との更なるマッチングを推
進する。 

●ビジネスインターンシップ事業を積極的に行うことに
より、外国人留学生及び企業の相互理解の向上を
図るとともに在学早期段階からの就職意識啓発を
実施する。 

●近畿ブロック各労働局及び関係機関との連携・協
力により、外国人留学生を対象とした近畿ブロック
外国人留学生オンライン求人説明会及び就職面
接会を開催する。また、大阪外国人雇用サービスセ
ンターにおいてミニ面接会を開催する。 

●関係機関との連携・協力により事業主を対象とし
た外国人雇用に関する制度説明のセミナーを実施
する。また、大阪外国人雇用サービスセンターにおい
て外国人材活用のための採用及び雇用に関するセ
ミナーを実施する。 

●大阪外国人雇用サービスセンターの「ウクライナ避
難民就労支援窓口」に、ウクライナ語通訳員を配置
するとともに、府内各ハローワークにおいて就職支援
を実施する。 

●大阪外国人雇用サービスセンター及びハローワーク
堺内外国人雇用サービスコーナーに通訳員を配置
するとともに、その他のハローワークでは多言語コンタ
クトセンター及び音声翻訳機を活用して、外国人の
利用者が母国語で相談できる体制を整える。 

●大阪外国人雇用サービスセンターの案内リーフレッ
トを６カ国語で作成し、日本語を読めない外国人の
利用者に対しても、適切な相談窓口を案内する。 

●在留資格など、外国人を雇用するときの疑問点や
雇入後の各種届け出をわかりやすく解説した「外国
人雇用Q＆A」を作成し、各種セミナー及び事業所
訪問時に配布するなど、外国人労働者の雇用に対
する理解や適正な雇用管理を推進する。 

●大阪新卒応援ハローワーク内留学生コーナーと大
阪外国人雇用サービスセンターが連携して「留学生
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就職ガイダンス」を開催し、就職活動のアドバイスや
在留資格等に関する説明を実施する。 

●LINEを活用し、簡単に来所できない利用者に対
しても、面接会などの各種イベント情報を積極的に
発信する。 

●専門アドバイザーを配置し、在留資格変更手続き
や、外国人の雇用管理に関する専門的な助言等の
支援を実施する。 
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１０ 生活困窮者の就労支援  

生活保護受給者等の生活困窮者に対して就労支援を行い、就労による自立を促進する。 
大阪府と大阪労働局が連携する取組 

●大阪労働局が開催する「大阪府生活保護受給者等就労自立促進事業運営会議」に大阪府が参画し、
関係機関との連携による生活困窮者に対する各種支援策等についての協議を実施する。 

●府内市町村が実施する地域就労支援事業の充実を図るため、生活困窮者自立支援制度の相談員等を
交えたブロック別研修会や情報交換会を実施する。 

大阪府の取組 大阪労働局の取組 

●「大阪府・市町村就労支援事業推進協議会」を
開催し、関係機関との連携による就職困難者に対
する支援策等を協議する。 

●就職困難者に対する就労支援事業において市町
村が進める地域就労支援事業のバックアップとして、
就職困難者の就労支援に取り組む事業者を支援
する。 

●評価項目に障がい者等就職困難者の雇用などの
視点を盛り込んだ総合評価入札制度を通じ、雇用
の促進を図る。【再掲】 

●「第五次大阪府ひとり親家庭等自立促進計画」
（令和７～11 年度）に基づき、ひとり親家庭等の
安定的な収入や自立した生活の確保に向け、母子
家庭等就業・自立支援センター事業による就業相
談、就業情報の提供や就業支援講習会の実施の
ほか、民間事業主に対するひとり親家庭の親の雇
用の働きかけなど就業機会創出のための支援を行
う。 

●生活保護受給者等の生活困窮者に対して、福祉
事務所等に設置したハローワーク常設窓口での職
業相談・職業紹介又は福祉事務所等への定期的
な巡回相談を実施するなど、ハローワークと地方自
治体が一体となったきめ細やかな就労支援を実施す
る。 

●母子・父子自立支援プログラム策定事業を実施す
る福祉事務所等とハローワークが連携し、個々の児
童扶養手当受給者等の状況・ニーズ等に応じたき
め細やかな就労支援を実施する。 

●ひとり親家庭の自立を支援するため、８月の児童
扶養手当の現況届の提出時期にあわせて、市(区)
役所内に臨時相談窓口を設置するなど、地方自治
体と連携した児童扶養手当受給者の就労支援を
実施する。 
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Ⅲ 雇用施策に関する数値目標 

目標項目 数値目標 

多様な求職者に対するワンスト

ップサービスの就業支援 

・OSAKA しごとフィールドの就職者数 

8,000 人以上（大阪府・大阪労働局） 

人材確保に課題を抱える分野

における人材確保支援 

・人材不足分野（福祉、建設、警備、運輸関係職種）の就職件数 

18,298 件以上（大阪労働局） 

・製造、運輸、建設、インバウンド関連業界を中心とした人材確保支援に 

よる就職者数 3,500 人（大阪府） 

人材育成 ・大阪府主催離職者等訓練における受講者数 

施設内訓練 660 人、委託訓練 4,033 人 

・訓練修了３か月後の就職率 

施設内訓練 80％、委託訓練 80％（大阪府・大阪労働局） 

障がい者等の活躍促進 ・雇用障がい者数 68,000 人、実雇用率 2.7％ 

（令和 9 年６月時点）（大阪府・大阪労働局） 

・障がい者の就職件数前年度実績以上（大阪労働局） 

若者の活躍促進 ・新卒者等支援に係る就職支援ナビゲーターの担当者制による就職支援

を受けた者の正社員就職率 65.9％以上（大阪労働局） 

・フリーター等支援に係る就職支援ナビゲーターの担当者制による就職支

援を受けた者の正社員就職率 53.8％以上とする。（大阪労働局） 

・キャリアアップ助成金を活用した正規雇用等転換件数、前年度実績以上

（大阪労働局） 

・府の支援で府内企業に就職した学生の数 400 人（大阪府） 

・府の支援による若者の就職者数 1,750 人（大阪府） 

就職氷河期世代を含めた中高

年世代支援 

・ハローワークの職業紹介による就職氷河期世代を含む中高年層（35 歳

～59 歳）の不安定就労者・無業者の正社員就職件数 

10,405 件以上（大阪労働局） 

・府の支援による中高年世代の就職者数 1,500 人（大阪府） 

女性の活躍促進 

 

・マザーズハローワーク事業における担当者制による就職支援を受けた重点

支援対象者の就職率について、厚生労働省から示された目標値以上とす

る。（大阪労働局） 

・OSAKA しごとフィールド子育て・しごと応援ルーム「ふぁみタス」の支援によ 

る就職者数 170 人 （大阪府） 

高齢者の活躍促進 

 

・2029 年までに 70 歳までの高年齢者就業確保措置実施率を 40.0％と

する。（大阪労働局） 

・府の支援による高齢者の就職者数 700 人（大阪府） 

外国人材の活躍促進 ・大阪外国人材採用支援センターにおける相談対応件数 400 社、セミナ

ー・イベント参加者数 600 社、課題解決件数 150 件（大阪府） 

・受入環境整備に向けアクションに着手した企業数 60 社（大阪府） 

・人材とマッチングした企業のうち、内定を出した企業又は内定には至らなか

ったがプレエントリープログラムを活用した企業 100 社（大阪府） 

生活困窮者の就労支援 ・生活保護受給者等就労自立促進事業の就職率 70.4％以上 

（大阪労働局） 

・生活保護受給者等に対する就労支援について、就職件数 4,119 件以

上（大阪労働局） 
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Ⅳ 推進体制の構築 

１ 会議体について 

（１）大阪府雇用対策協定運営協議会の開催 

   大阪府と大阪労働局は、両者が連携・協力して実施する取組等を効果的に推進する体

制を確立するため、本事業計画の具体的な取組方針や内容について議論を行う大阪府雇

用対策協定運営協議会を原則として年 1 回開催する。 
（２）他の会議等の開催 

   大阪府雇用対策協定運営協議会のほか、別紙に掲げる会議など、個別事業分野ごとに

おいて、大阪府と大阪労働局を構成員として含む会議等を随時開催する。 
 

２ 事業の実施・周知広報に係る相互協力について 

大阪府と大阪労働局は、事業実施に当たって相互に協力するとともに、自身が主催する説明

会等の機会を活用し、互いの事業についての周知広報を積極的に行うものとする。 
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（別紙） 

 

大阪府及び大阪労働局（職業安定部関連）を構成員とする主な会議体 

名称 

 

設置趣旨 ・ 目的 

開
催
主
体 

大阪働き方改革推進会議 
大阪府域における働き方改革を円滑に浸透させるため、政労使の参画団体が情報共

有や意見交換を行い、各種取組を連携して実行することを目的として設置。 
局 

大阪人材確保推進会議 

人材確保を必要とする業界（製造、運輸、建設、インバウンド関連分野）のイメージア

ップや雇用促進などを目的に、業界団体や行政機関等が相互に理解・協力を図るため

に設置。 

府 

大阪雇用対策会議 大阪府域における雇用創出・確保と雇用失業情勢の改善を目的としている。 府 

人材確保対策推進協議会

（医療・福祉分野） 

「医療・福祉分野等の人材不足分野における人材確保に係るネットワーク」を構築し、

当該ネットワークを通じて、相互の施策についての理解促進を図るとともに、必要な情報

を共有し、人材不足分野の人材確保に係る具体的な連携事項を協議することを目的

として設置。 

局 

大阪新卒者等人材確保推

進本部 

新卒者及び未就職卒業者を対象とした就職支援、企業における人材確保について地

域の関係者が緊密に連携し、地域の総力を挙げて行うため職業安定機関、自治体、

学校、産業界その他地域の新卒者等の雇用に関係している者（事業主団体及び労

働者団体等）で構成する大阪新卒者等人材確保推進本部を設置し、地域における

新卒者等の就職支援・採用についての企画・調整を実施。 

局 

 

大阪府中高年世代活躍応

援プロジェクト協議会 

 

地域において各界一体となって就職氷河期世代を含む中高年世代の活躍の促進を図

るため、プラットフォームを構築し、事業実施計画、ＫＰＩの設定・進捗管理等の取組

を実施する。 

局 

大阪府高等学校就職問題

検討会議 

「文部科学・厚生労働省連携協議会」において、「高卒者の職業生活の移行に関する

研究会」による報告を踏まえ、「高卒者の職業生活への移行が一層円滑なものとなるよ

う両省で連携して具体的な取組を進めていく。」旨の合意がなされたことに伴い、地域の

状況を踏まえた就職の仕組みや就職支援についての検討の場として、「都道府県高等

学校就職問題検討会議」を設けることが盛り込まれていることから、大阪府域の高等学

校卒業予定者の就職活動に係る現状・あり方について検討・協議を行うことを目的とし

て設置。 

局 

大阪子育て女性等の就職

支援協議会 

マザーズハローワーク事業を円滑に実施するため大阪労働局、地方公共団体等関係

機関により構成する「子育て女性就職支援ネットワーク」を構築し、当該ネットワークを通

じて、相互の施策の理解促進を図るとともに、必要な情報を共有し、子育て女性等の

就職支援に係る具体的な連携事項の協議を行うことを目的として設置。  

局 

「ＯＳＡＫＡしごとフィールド

事業」の一体的運営にかか

る事業運営協議会 

大阪府と大阪労働局が雇用施策を一体的に実施するための協定に基づいて実施する

「ＯＳＡＫＡしごとフィールド事業」の一体的運営について協議を行う。  
府 



- 22 - 
 

ナースセンター・ハローワーク

連携事業連絡調整会議 

ナースセンター・ハローワーク連携事業を円滑に実施するため、ナースセンター並びに労働

局及びハローワークが、看護師、准看護師、保健師、助産師の情報を共有してきめ細

かな職業相談・職業紹介等の就職支援を実施するとともに、有資格者を必要としてい

る事業主に対する求人充足に向けた支援を実施することを目的として設置。 

府 

大阪障害者雇用率達成推

進連絡会議 

障害者雇用日本一をめざし、関係機関が連携協力し、それぞれの取組を有機的に推

進することにより、大阪府における障害者雇用率達成を促進する。 
局 

大阪府生活保護受給者等

就労自立促進事業運営会

議 

生活保護受給者等就労自立促進事業の実施に当たり、福祉部門と雇用部門の各機

関の間において連携・協力を図るための具体的な協議や調整等を行う。 
局 

公正採用・雇用促進会議 

就職の機会均等を保障し公正な採用選考を推進することにより、就職における同和問

題をはじめとした人権問題の解決を図るとともに安定した雇用を促進するため、雇用主

その他の関係者に対する啓発等に関する事項について協議する。 

府 

大阪府地域職業能力開発

促進協議会 

公的職業訓練を実施するに当たり、地域における人材ニーズを的確に反映した訓練コ

ースの設定を促進するとともに、訓練効果の把握・検証を通じた訓練内容の改善等の

協議を行う。 

局 

・ 

府 

ＯＳＡＫＡ外国人材受入

促進・共生推進協議会 

官民の関係団体の情報共有・相互連携等を行い、外国人材の受入促進と共生推進

を図ることを目的として設置。 
府 

 

 


